
 

 

 

令和５年 №41 

○国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程の一部を改正する規

程の制定 

 

改正理由 

地球温暖化対策推進員の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

 教授会組織の再編による地球温暖化対策推進員の見直しに伴う形式的な改正であるため，学長

決裁により処理し，教育研究評議会には報告事項とする。 

 

 

  



 

国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程の一部を改正する規程

を次のように制定する。 

 

  令和５年９月４日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和５年規程第29号 

国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程の 

一部を改正する規程 

  

 

 国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程（平成17年規程第30号）

の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

  



 

国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の推進に関する規程の一部改正について 

 

改正理由：地球温暖化対策推進員の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（推進員） 

第７条 本学に，地球温暖化対策推進員（以下「推進員」という。）を置き，別表に

掲げる者をもって充てる。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別表（第７条第１項関係） 

部  局 推 進 員 備  考 

〔省略〕 

大学教育研究基盤セ

ンター機構 

大学教育研究基盤

センター機構長が

指名する者 

 

現職教員支援センタ

ー機構 
 

先端教育人材育成推

進機構 
 

教育インキュベーシ

ョン推進機構 
 

〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，令和５年９月４日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

（推進員） 

第７条 本学に，地球温暖化対策推進員（以下「推進員」という。）を置き，別表に

掲げる者をもって充てる。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別表（第７条第１項関係） 

部  局 推 進 員 備  考 

〔省略〕 

大学教育研究基盤

センター機構 
機構長が指名する者  

現職教員支援セン

ター機構 
機構長が指名する者  

先端教育人材育成

推進機構 
機構長が指名する者  

教育インキュベー

ション推進機構 
機構長が指名する者  

〔省略〕 
 

 

 


